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答   申  

 

審査請求人（以下「請求人」という。）が提起した生活保護法（以

下「法」という。）に基づく一時扶助決定処分及び各保護申請却下処

分に係る各審査請求について、審査庁から諮問があったので、次のと

おり答申する。  

 

第１  審査会の結論  

   本件各審査請求は、いずれも棄却すべきである。  

 

第２  審査請求の趣旨  

本件各審査請求の趣旨は、○○区福祉事務所長（以下「処分庁」

という。）が請求人に対し、平成２９年９月４日付けで行った一

時扶助決定処分（以下「本件処分１」という。）、保護申請却下

処分（以下「本件処分２」という。）及び保護申請却下処分（以

下「本件処分３」といい、本件処分１ないし本件処分３を併せて

「本件各処分」という。）について、それぞれその取消しを求め

るものである。  

 

第３  請求人の主張の要旨  

 請求人は、おおむね以下の理由から、本件各処分について、違

法又は不当である旨主張しているものと解される。  

１  本件処分１について  

処分庁は、更新料に係る需要調査を行っていないにもかかわら

ず、平成２７年９月１５日頃の支給申請から同２９年９月４日付

の更新料支給決定処分までほぼ２年間を要したとする虚偽をもっ
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て、処分通知が１４日を超えた理由とし、同更新料に係る保護費

を同期間不支給とした。  

２  本件処分２について  

処分庁は、これまで請求人宅の賃貸借更新契約を有効として、

賃借料、同契約に依拠する保証料及び火災保険料を支給してきた

にもかかわらず、突然、更新契約を無効と宣言し、保護費を不支

給とした。  

３  本件処分３について  

処分庁は、突然、請求人宅は生活保護で借りるには小さすぎる

から更新はできないとして、事後的に更新契約を無効と宣言し、

保護費を不支給としたことから、処分庁には、請求人に対して、

請求人宅の代替住宅（公共住宅）を提供する義務がある。この場

合の「公共住宅」とは、福祉事務所などの公共機関が管理する住

宅と解釈すべきである。  

 

第４  審理員意見書の結論  

以上のとおり、本件各審査請求はいずれも理由がないから、行

政不服審査法４５条２項により、棄却すべきである。  

 

第５  調査審議の経過  

審査会は、本件諮問について、以下のように審議した。  

年  月  日  審  議  経  過  

平成３０年  ５月３０日  諮問  

平成３０年  ６月１８日  請求人から主張書面の提出  

平成３０年  ６月２１日  請求人から主張書面の提出  

平成３０年  ６月２５日  請求人から主張書面の提出  

平成３０年  ７月  ９日  請求人から主張書面の提出  
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平成３０年  ７月１７日  請求人から主張書面の提出  

平成３０年  ７月２０日  審議（第２３回第２部会）  

平成３０年  ８月１３日  請求人から主張書面の提出  

平成３０年  ８月２２日  審議（第２４回第２部会）  

    

第６  審査会の判断の理由  

   審査会は、請求人の主張、審理員意見書等を具体的に検討した

結果、以下のように判断する。  

１  法令等の定め  

⑴  法８条１項は、保護は、厚生労働大臣の定める基準（昭和３

８年４月１日付厚生省告示第１５８号。以下「保護基準」とい

う。）により測定した要保護者の需要を基とし、そのうち、そ

の者の金銭又は物品で満たすことのできない不足分を補う程度

において行うものとするとしている。  

そして、法１４条は、住宅扶助は、困窮のため最低限度の生

活を維持することのできない者に対して、同条各号に定める範

囲内において行われるものとし、同条１号は「住居」を挙げて

いる。法３３条１項は、住宅扶助は金銭給付によって行うもの

とし、これによることができないとき、これによることが適当

でないとき、その他保護の目的を達するために必要があるとき

は、現物給付によって行うことができるとし、同条２項は、住

居の現物給付は、宿所提供施設を利用させ、又は宿所提供施設

にこれを委託して行うものとするとしている。  

⑵  法２４条３項は、保護の実施機関は、保護の開始の申請があ

ったときは、保護の要否、種類、程度及び方法を決定し、申請

者に対して書面をもって、これを通知しなければならないとし、

同条４項は、３項の書面には決定の理由を付さなければならな
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いとし、同条５項は、３項の通知は申請のあった日から１４日

以内にしなければならず、特別な理由がある場合には、これを

３０日まで延ばすことができるものとし、同条７項は、保護の

申請をしてから３０日以内に３項の通知がないときは、申請者

は、保護の実施機関が申請を却下したものとみなすことができ

るとしている。  

⑶  法２７条１項は、保護の実施機関は、被保護者に対して、生

活の維持、向上その他保護の目的達成に必要な指導叉は指示を

することができるとし、法２９条１項は、保護の実施機関及び

福祉事務所長は、保護の決定又は実施のために必要があるとき

は、要保護者又は被保護者であった者及びその扶養義務者の資

産及び収入の状況につき、官公署等に対し必要な書類の閲覧若

しくは資料の提供を求め、又は銀行、信託会社、要保護者又は

被保護者であった者及びその扶養義務者の雇主その他の関係人

に、報告を求めることができるとしている。  

⑷  法６１条は、被保護者は、収入、支出その他生計の状況につ

いて変動があったとき、又は居住地若しくは世帯の構成に異動

があったときは、すみやかに、保護の実施機関又は福祉事務所

長にその旨を届け出なければならないとしている。  

⑸  保護基準は、家賃、間代、地代等に係る住宅扶助の基準額は、

１級地では月額１３，０００円以内とされ（保護基準別表第３・

１）、当該費用がこの基準額を超えるときは、都道府県又は地

方自治法２５２条の１９第１項の指定都市若しくは同法２５２

条の２２第１項の中核市ごとに、厚生労働大臣が別に定める額

（以下「限度額」という。）の範囲内の額とするとされている

（保護基準別表第３・２）。  

⑹  「生活保護法による保護の実施要領について」（昭和３８年

４月１日付社発第２４６号厚生省社会局長通知。同通知は地方
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自治法２４５条の９第１項及び第３項の規定による処理基準。

以下「局長通知」という。）は、被保護者が居住する借家、借

間の契約更新等に際し、契約更新料等を必要とする場合には、

必要な額を認定して差しつかえないとしている（局長通知第

７・４・⑴・ク）。  

なお、特別区等の１級地における単身世帯に対する住宅扶助費

については、平成２７年７月１日からは、限度額は月額５３，７

００円（以下「本件限度額」という。）としている。  

２  本件各処分について  

⑴  本件処分１について  

被保護者が居住する借家、借間の契約更新等に際し、契約更新

料等を必要とする場合には、本件限度額の範囲内において必要な

額を認定して差しつかえないとされている（前述１・⑹）。  

処分庁は、本件申請１を収受した後、請求人に本件更新契約の

詳細について問い合わせても、その詳細を確認することができな

かったことから、○○に本件更新契約の詳細を確認した上で、本

件限度額（５３，７００円）の範囲内で、実際に請求人が○○に

支払った本件更新契約に係る更新料（５３，５００円）に相当す

る保護費を支給していることが認められる。  

したがって、本件処分１に違法又は不当な点はない。  

⑵  本件処分２について  

処分庁は、本件更新契約について、本件更新契約に係る更新料

以外に保証料及び火災保険料の費用を必要としないことを確認

したことから、前述１・⑹に照らして、請求人について、本件更

新契約２に係る保証料及び火災保険料の費用は必要としないと

して本件処分２を行ったことが認められる。  

また、処分庁は、平成２７年３月１日及び同年５月１日を変更

日として、請求人に対して、本件更新契約に係る保証料及び火災
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保険料の費用を必要としていないにもかかわらず、保護の要否等

の判断をするための調査が不十分なまま、誤って本件更新契約に

係る保証料及び火災保険料に相当する保護費を支給するために

各保護変更決定処分を行っていたことが認められるが、そのこと

により本件処分２の適否に影響がないことはいうまでもない。  

したがって、本件処分２に違法又は不当な点はない。  

⑶  本件処分３について  

法は、住宅扶助について、金銭給付によって行うものとし、

これによることができないとき等は、現物給付によって行うこと

ができるとし、住居の現物給付は、宿所提供施設を利用させ、又

は宿所提供施設にこれを委託して行うものとしている（前述１・

⑴）。  

処分庁は、本件処分３の時点において、既に請求人に対して、

金銭給付により住宅扶助を実施しており、当該金銭給付による住

宅扶助では、保護の目的を達成することができない特段の事情は

認められず、仮に請求人について、上記特段の事情が認められた

としても、その場合には、宿所提供施設を利用させ、又はこれに

委託して住宅扶助を実施することになるものである。  

したがって、本件処分３に違法又は不当な点はない。  

⑷  本件各処分について  

本件各処分は、いずれも、本件申請１ないし本件申請３のあっ

た日から３０日を経過してなされていることが認められるとこ

ろ、請求人は、法２４条７項の規定により、処分庁が本件申請１

ないし本件申請３をいずれも却下したものとみなすことができ

ることも踏まえると（前述１・⑵）、本件各処分が法２４条５項

に規定する期間内になされていないことのみをもって、ただちに

本件各処分の取消理由とすることはできない。  

以上のことから、本件各処分に違法又は不当な点はない。  
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３  請求人は、上記（第３）のとおり主張し、本件各処分について、

それぞれその取消しを求めている。  

しかし、上記２で述べたとおり、本件各処分はいずれも法令等

の定めに反して行われたものとは認められず、請求人の主張をも

って、本件各処分の取消理由とすることはできないものというほ

かない。  

４  請求人の主張以外の違法性又は不当性についての検討  

 その他、本件各処分に違法又は不当な点は認められない。  

 

以上のとおり、審査会として、審理員が行った審理手続の適正性

や法令解釈の妥当性を審議した結果、審理手続、法令解釈のいずれ

も適正に行われているものと判断する。  

 よって、「第１  審査会の結論」のとおり判断する。  

 

（答申を行った委員の氏名）  

近藤ルミ子、山口卓男、山本未来  


